
JP 2014-88721 A 2014.5.15

(57)【要約】
【課題】用水路の擁壁補修工事における仮締切作業を簡
素化・効率化する。
【解決手段】舷側に杭装着筒部２を縦設した細長船体１
の船底全長に、底堰板部３を下方へ突設し、船首及び船
尾に先縁をシール板とした可動堰板部４を突設し、補修
対象用水路０１に細長船体１を浮かべ、所定位置で杭装
着筒部２を通して杭５を打ち込み錨止し、可動堰板部の
先端シール板を擁壁０２に当接させて水路内に区画を形
成すると共に、当該状態で船体に注水する等の重量を付
加して喫水を深くし、底堰板部３及び可動堰板部４の下
端を水路底０３に所定深さまで食い込ませた後、当該区
画内の水を排出して、船体自体を止水壁として仮締切を
行う。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　舷側に適宜間隔で杭装着筒部を縦設した適宜長さの細長船体の船底全長に、底堰板部を
下方へ突設し、前記底堰板部の下縁と対応する下縁を備えると共に、前記細長船体の船首
及び船尾にそれぞれ水密に枢結し、先縁にシール板を突設した可動堰板部を設けてなるこ
とを特徴とする用水路補修用止水壁部材。
【請求項２】
　底堰板部を、船底に設けた装着板部と前記装着板部に着脱可能に設けた底堰板体で構成
し、可動堰板部を、船首及び船尾に設けた可動装着板部と先縁にシール板を突設した可動
堰板体で構成した請求項１記載の用水路補修用止水壁部材。
【請求項３】
　舷側に適宜間隔で杭装着筒部を縦設した適宜長さの細長船体の船底全長に、底堰板部を
下方へ突設し、前記底堰板部の下縁と対応する下縁を備えると共に、前記細長船体の船首
及び船尾にそれぞれ水密に枢結し、先縁にシール板を突設した可動堰板部を設けてなる用
水路補修用止水壁部材を使用し、補修対象用水路に細長船体を浮かべて補修対象擁壁に対
向して添わせ、当該位置で杭装着筒部を通して水路底に杭打ちを行って、細長船体単体又
は所定間隔で複数船体縦列させて水路内に錨止し、単体船体の船首及び船尾、或いは縦列
船体全体の船首及び船尾の可動堰板部の先端シール材を擁壁に当接させ、縦列船体間の可
動堰板部を重ね合わせて補修対象擁壁を水路内において区切り、当該状態で船体に重量を
付加して喫水を深くし、底堰板部及び可動堰板部の下端を水路底に所定深さまで食い込ま
せた後、当該区切範囲の水を排出してなることを特徴とする用水路補修用仮締切工法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、土底の用水路擁壁の補修工事を行う際に仮締切に使用する用水路補修用止水
壁及び用水路補修用仮締切工法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　矢板鋼板を両岸に打ち込んで擁壁とし、矢板鋼板の上端に笠木コンクリートを打設して
形成した構造の用水路は、灌漑用水路として使用されている。これらの用水路は特に経年
変化によって矢板鋼板部分が腐食して補修が必要となる。
【０００３】
　灌漑用水路の擁壁補修は、農作物の灌漑を考慮すると、補修すべき水路を全面的に止水
して行うことができない場合がある。その対策として補修区間を区切って順次補修を行う
ために、所定区間を止水し、止水区間に別にバイパス水路を構築したり、バイパス管を配
置すると、そのための隣接用地が必要となる。
【０００４】
　このため水路内において用水路の水流を阻害することなく補修すべき擁壁範囲を区切っ
て、当該範囲を止水壁で囲繞し、止水壁内を排水して補修工事を行なわなければならない
。止水壁の例としては、土嚢を積み上げて止水壁を構築することが知られているが、作業
能率が悪い。
【０００５】
　作業性を考慮して特許文献１（特開平１１－３６３１８号公報）には、矢板鋼板で仮締
切用の止水壁を構築する手法が開示されている。また特許文献２（特開２００２－３０６
６９号公報）にはボックス型の仮締切用枠体を使用し、前記枠体を連続させると共に枠体
内に土砂を投入して止水壁とすることが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－３６３１８号公報。
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【特許文献２】特開２００２－３０６６９号公報。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　矢板鋼板を打設して止水壁を構築するには、矢板鋼板の打ち込み引抜に作業機械を必要
とし、且つ灌漑用水路のような小規模水路では、必ずしも効率的な締切工法とはいえない
。
【０００８】
　また仮締切用枠体を使用して止水壁を構築したとしても、締切に使用する土砂がそのま
ま用水路内に残ると、水路床が浅くなってしまうので浚渫作業が必要となる。
【０００９】
　そこで本発明は、新規な止水壁部材及び当該止水壁部材を使用した仮締切工法を提案し
たものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明（請求項１）に係る用水路補修用止水壁部材は、舷側に適宜間隔で杭装着筒部を
縦設した適宜長さの細長船体の船底全長に、底堰板部を下方へ突設し、前記底堰板部の下
縁と対応する下縁を備えると共に、前記細長船体の船首及び船尾にそれぞれ水密に枢結し
、先縁にシール板を突設した可動堰板部を設けてなることを特徴とするものである。
【００１１】
　また本発明（請求項３）に係る用水路補修用仮締切工法は、前記用水路補修用止水壁部
材を使用するもので、補修対象用水路に細長船体を浮かべて補修対象擁壁に対向して添わ
せ、当該位置で杭装着筒部を通して水路底に杭打ちを行って、細長船体単体又は所定間隔
で複数船体縦列させて水路内に錨止し、単体船体の船首及び船尾、或いは縦列船体全体の
船首及び船尾の可動堰板部の先端シール材を擁壁に当接させ、縦列船体間の可動堰板部を
重ね合わせて補修対象擁壁を水路内において区切り、当該状態で船体に重量を付加して喫
水を深くし、底堰板部及び可動堰板部の下端を水路底に所定深さまで食い込ませた後、当
該区切範囲の水を排出してなることを特徴とするものである。
【００１２】
　従って止水壁部材は用水路に浮かべて移動させて所定位置に錨止し、船体に土嚢を投入
し、或いは注水して沈下させて底堰板部及び可動堰板部の下端を水路床に食い込ませるこ
とで、底堰板部及び可動堰板部と共に船体自体が止水壁を構成することになり、仮締切を
実現し、仮締切された範囲で露出した矢板鋼板の擁壁を適宜な工法で補修するもので、当
該箇所の擁壁補修を終えると、船体を浮上させて、次の補修区間に移動して仮締切をなす
ものである。
【００１３】
　また請求項２記載に係る用水路補修用止水壁部材は、特に底堰板部を、船底に設けた装
着板部と前記装着板部に着脱可能に設けた底堰板体で構成し、可動堰板部を、船首及び船
尾に設けた可動装着板部と先縁にシール板を突設した可動堰板体で構成したもので、底堰
板体及び可動堰板体の装着位置の選択や高さの相違するものを選択的に装着することで、
用水路の水流深さに対応できる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は上記のとおりで、細長船体自体をそのまま喫水を深く下げることで仮締切の止
水壁として使用するもので、止水壁構築部材の設置作業及び解体作業並びに次補修区間へ
の部材の移動運搬作業を容易に行うことができ、補修工事の作業能率を著しく高めるもの
である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の止水壁部材の要部分解斜視図。
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【図２】同組立説明図。
【図３】本発明工法の作業手順の説明図（構築前・運搬時）。
【図４】同図（錨止時）。
【図５】同図（沈下時・止水壁構築時）。
【図６】同図（補修工事時）。
【図７】同図（平面図）。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に本発明の実施形態について説明する。実施形態に示した用水路補修用止水壁部材は
、細長船体１に、杭装着筒部２と、底堰板部３と、可動堰板部４を設けたものである。
【００１７】
　細長船体１は、細幅で全長５～２０ｍ程度の鋼船で、杭装着筒部２は、細長船体１の舷
側に適宜間隔で縦設したものである。
【００１８】
　底堰板部３は、細長船体１の船底全長で下方へ突設したもので、船底に設けた装着板部
３１と、前記装着板部３１に着脱可能に設けた底堰板体３２で構成したものである。尚底
堰板体３２は高さの相違するものを複数用意しておき、補修対象の用水路０１の水量（水
位）に対応して選択的に使用する。
【００１９】
　可動堰板部４は、前記細長船体１の船首及び船尾に、用水路０１の擁壁０２の補修作業
を行うことができる空間を確保できるに十分な長さ（前後長）を備えて、基部を回動可能
に設けたもので、可動装着板部４１と可動堰板体４２で構成してなる。可動装着板部４１
は、細長船体１の船首及び船尾に水密に枢結して回動可能としたものである。
【００２０】
　可動堰板体４２は、前記可動装着板部４１に着脱可能に設けたもので、先縁にゴム質体
で形成したシール板４３を突設し、装着時に船体底堰板部３の前後端部を覆う小シール板
４４を付設してなるものである。尚可動堰板体４２は、前記底堰板体３２と同様には高さ
の相違するものを複数用意しておき、底堰板体３２と対応して選択的に装着するものであ
る。また前記のシール板４３及び小シール板４４は、後述する底堰板体３２及び可動堰板
体４２の下縁が水路底０３に食い込む深さ分を、下縁から間隔を空けて設けておく。
【００２１】
　次に前記用水路補修用止水壁部材を使用して用水路補修用仮締切を行う本発明工法につ
いて説明する。
【００２２】
　実施形態として示す用水路補修用仮締切工法は、細長船体１を二艘使用する例を示すが
、本発明工法は一艘でもまた多数艘でも使用できるものである。
【００２３】
　使用する細長船体１ａ，１ｂには、予め用水路０１の水位に合わせて所定の底堰板体３
２及び可動堰板体４２を装着しておく。この細長船体１ａ，１ｂを縦列して用水路０１に
浮かべ、補修対象の擁壁０２と補修工事の空間が確保できる分の距離をとって対向して添
わせる（図３）。
【００２４】
　次に当該位置で杭装着筒部２を通して杭５を水路底０３に打ち込み、細長船体１ａ，１
ｂを所定間隔で複数船体縦列させて用水路０１内で錨止する（図４）。更に可動堰板部４
を回動して所定位置とするもので、具体的には先方細長船体１ａの船首の可動堰板部４と
、後方細長船体１ｂの船尾の可動堰板部４は、それぞれ擁壁０２に先端のシール板４３が
当接するようにし、前後細長船体１ａ，１ｂの間の可動堰板部４は、互いに重ね合わせて
細長船体１ａ，１ｂと各可動堰板部４で、補修対象擁壁０２を用水路０１内において区切
るように配置する（図７）。
【００２５】
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　そして前記の区切られた作業空間０４となる範囲の用水０５をポンプで汲み上げて、細
長船体１ａ，１ｂ内に注水する（図５）。細長船体１ａ，１ｂは、その注水量に応じて沈
下するので、注水された細長船体１ａ，１ｂの重みで底堰板体３２及び可動堰板体４２の
下縁が水路底０３に食い込むまで注水する。
【００２６】
　細長船体１ａ，１ｂが所定位置（底堰板体３２及び可動堰板体４２で作業空間０４が他
の部分から遮断される位置）まで沈下したら、作業空間０４となる範囲の用水０５の全て
を用水路０１の水流側に排出する（図６）。そうすると作業空間０４は、細長船体１ａ，
１ｂ、底堰板体３２及び可動堰板体４２が止水壁となって仮締切が実現し、露出した矢板
鋼板の擁壁０２の補修作業が可能となる。
【００２７】
　当該区間の擁壁０２の補修作業が終了すると、細長船体１ａ，１ｂの船体内の用水０５
を作業空間０４に排出し、更に作業空間０４を満水にすると、細長船体１ａ，１ｂが浮上
し、底堰板体３２及び可動堰板体４２が水路底０３から引き抜かれる。更に杭５を引き抜
いて細長船体１ａ，１ｂの移動を可能として、次の補修工事区間に移動させ、補修工事を
続行するものである。
【００２８】
　このように用水路０１に浮かべた細長船体１自体を止水壁として仮締切を実現して、順
次用水路の補修工事を行うようにしたものである。
【００２９】
　尚前記実施形態は、底堰板部３及び可動堰板部４を、装着板部３１と底堰板体３２並び
に可動装着板部４１と可動堰板体４２で構成し、複数の底堰板体３２並びに可動堰板体４
２から用水路０１の水位に合わせて選択装着する例を示したが、底堰板体３２並びに可動
堰板体４２を上下位置調整自在に装着するようにしても良いし、また所定範囲の水位で使
用するように着脱構造の底堰板体３２並びに可動堰板体４２を採用しなくとも良い。
【符号の説明】
【００３０】
１（１ａ，１ｂ）　細長船体
２　　　杭装着筒部
３　　　底堰板部
３１　　装着板部
３２　　底堰板体
４　　　可動堰板部
４１　　可動装着板部
４２　　可動堰板体
４３　　シール板
４４　　小シール板
５　　　杭
０１　　用水路
０２　　擁壁
０３　　水路底
０４　　作業空間
０５　　用水
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